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新発見 !! 日田の元気印（経営支援企業）

１． 新発見!!   日田の元気印
２． 業務改善助成金
３． 大分県物価高騰対応業務改善奨励金 

会報誌チラシ同封サービス、 
日田就職ガイド

４． 法律相談、定例無料相談
５． おおいた消防団応援の店、 

小規模企業共済
６． 掲示板、景気動向調査、商工祭
７． 考動する商工会議所、女性会・青年部、 

技術・市場交流プラザ日田
８． 冬期特別融資のご案内

　平成15年創業の「古里食房 傳」が、令和6年9月に移転し、新たに「しゃも屋 凛」
としてオープンしました。看板メニューは炭火で焼き上げる地鶏料理。香ばしい炭火
焼きはもちろん、ハンバーグや親子丼など幅広い品揃えで世代を問わず楽しめるメ
ニューを取りそろえています。
　夜は予約のみの営業で、日田～添田間のBRT最終便（21時発）を利用すれば安心し
て帰宅できる点も魅力です。さらに5種類ある弁当のテイクアウトで、家庭や職場で
も、お店の味を楽しめます。店主は「地域に根差し、日田の食文化を伝えていきたい」
と抱負を語り、20年の歩みを礎に、新たな挑戦が始まりました。

【  しゃも屋   凛  】
〜 新装オープン 〜旧「古里食房 傳」から20年の歩み 〜

営業時間：11時〜15時、17時〜（予約のみ）　定休日：木曜日
〒877−1100　日田市大字大肥685−3　TEL 090−9723−3315



第371号 （2）令和7年11月15日日田商工会議所ニュース

業務改善助成金のお知らせ業務改善助成金のお知らせ
設備投資で賃上げを実現 !　国の助成金が後押しします

賃上げ金額（30円コース、45円コース、60円コース、90円コース）及び賃金を引き上げる労働者数
（1人、2～ 3人、4～ 6人、7人以上、10人以上※）により助成上限額が異なります。詳細につきま
しては公式ホームページをご確認ください。（※10人以上の上限額区分は「特例事業者」が対象となります。）

●助成上限額

より詳しい内容は、厚生労働省の公式ホームページをご確認ください。
公式ホームページQRコード

▲

【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター
電話番号：0120－366－440　受付時間：平日9:00～ 17:00

事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上の為の設備投資や人材育成を行った場合に、
その費用の一部を助成する国の制度です。

●業務改善助成金とは？

事業場内最低賃金
の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入、コンサルティング、
人材育成・教育訓練など

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

計画の承認
と実施

●申請期限と賃金引き上げの期間

申請事業場に適用される地域
別最低賃金改定日の前日まで

申請事業場に適用される地域
別最低賃金改定日の前日まで

令和8年1月31日

※第3期以降の募集を行う場合は、別途公式ホームページにてお知らせがあります。

令和7年7月1日～令和7年6月14日～

申請期間

第２期

賃金引き上げ期間 事業完了期限

申請を行う事業場の「引き上げ前の事業場内最低賃金」によって助成率が変わります。

●助成率

1,000円未満 助成率４／５ 1,000円以上 助成率３／４

●対象者
● 中小企業、小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有する企業（みなし大企業）でないこと）
● 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
● 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

日田商工会議所ではLINE公式アカウントを開設しております。各種支援情報やセミナー情報、
災害関連の情報などをいち早くお知らせいたします。ぜひ、友だち追加をお願いします。

日田商工会議所
LINE公式アカウントをご活用下さい !

当アカウントへの投稿に対する直接の返信は致しかねます。お返事が必要な場合は、別途、電話かメールにてお問い合わせ下さい。

QRコードより友だち追加をお願いします!

●問 日田商工会議所LINE公式アカウント係　℡22－3184　　 　info＠hitacci.com

第371号（3） 令和7年11月15日 日田商工会議所ニュース

会員企業にダイレクトでＰＲしてみませんか？

利用を希望される方は、当所会報係まで
お問い合わせください。（℡ 22－3184）

会報誌チラシ
　 同封サービス
当所の会報誌に同封して、自社のPRを商工会議所会
員企業に直接アプローチできます。
企業情報や商品・サービス、イベント情報などのPR
にぜひご利用ください。

A4サイズ
11,000円（税込）～

利 用 料 金

　日田商工会議所 工業建設振興特別委員
会では、地場企業の若年労働者確保に資
するため、地元で働きたい人のために今
年で7回目となる「日田就職ガイド」を発行
しました。
　ジョブカフェおおいた日田サテライト及
びハローワーク日田にも設置しております
ので就職を検討される際、また地元の企
業はどんな仕事をしているのか知りた
い！ など様々な場面でご活用ください。

日
田
就
職
ガ
イ
ド

日
田
就
職
ガ
イ
ド

日田商工会議所　工業建設振興特別委員会事務局
℡22－3184

お問い
合わせ

2025年版
完成!!

地
元
で
働
き
た
い
あ
な
た
の
た
め
の

【対象者】

大分県商工観光労働部雇用労働室
大分市大手町3丁目1番1号　県庁本館7階　TEL 097－506－3354・3353

【問い合わせ先】

①業務改善助成金交付決定報告書：令和8年1月30日
②業務改善奨励金申請書兼請求書：令和8年3月13日

【申請書等提出期限】

重点枠を活用することで、補助額・上限額を拡大することができるようになります。

大分県物価高騰対応業務改善奨励金
業務改善助成金（厚生労働省）に県独自の上乗せ
機器導入等による生産性向上と賃金引上げを行う中小企業等を応援!

国の業務改善助成金に上乗せして、最大100万円の補助が受けられます!

令和6年4月1日から令和8年1月30日までに交付決定の通知を
受けている中小企業・小規模事業者（個人事業者含む）

国の「業務改善助成金」の交付額確定を受けた事業者
次の中小企業等が奨励金の対象者となります

令和7年度

【支給額】

社会保険労務士等への報酬費用分
重点枠（新設） 
通常枠（現行）

報酬費用の10／ 10を100千円を上限に奨励金として支給
「100万円」又は国助成金のいずれか低い方の額
「75万円」又は国助成金のいずれか低い方の額

区　　　分 支 給 額

▲詳細はＱＲコードの
大分県ＨＰ等で
ご確認ください
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最
近
の
交
通
事
故
の
全
体
は
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
高
齢
者
と
子
ど

も
の
事
故
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
世
界

の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
各
社
は
競
っ
て
Ａ

Ｉ
に
よ
る
自
動
運
転
技
術
の
研
究
を

進
め
て
い
て
、
特
に
自
動
ブ
レ
ー
キ
シ

ス
テ
ム
な
ど
は
安
全
運
転
の
た
め
に
大

い
に
役
立
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、安
全
性
に
も
限
界
が
あ

り
ま
す
。事
故
は
誰
で
も
被
害
者
や
加

害
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
今

回
は
最
近
に
接
し
た
相
談
事
例
の
Ｑ

＆
Ａ
で
す
。
交
通
事
故
の
相
談
は
多
岐

に
わ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
も
多

く
事
例
が
ケ
ー
ス
ご
と
に
整
理
さ
れ
て

い
ま
す
。
弁
護
士
特
約
保
険
で
は
相
談

費
用
も
支
払
わ
れ
る
の
で
特
に
勧
め

ま
す
。

Ｑ
交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
の
と
る
べ

き
措
置
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

す
か
。

Ａ
加
害
者
に
は
事
故
を
警
察
に
報
告

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す（
道
路
交
通
法

72
条
）。
加
害
者
が
し
な
い
場
合
は
被

害
者
が
こ
れ
を
す
べ
き
で
す
。
そ
し

て
、
警
察
に
届
け
な
い
と
交
通
事
故
証

明
書
が
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
保
険
の

手
続
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
運
転
者

と
車
両
の
確
認
を
し
て
、
自
分
の
保
険

会
社
に
も
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
名
刺

や
免
許
証
の
提
示
を
求
め
て
必
要
に

応
じ
て
現
場
で
多
く
の
写
真
を
撮
っ
て

お
く
こ
と
も
有
効
で
す
。
仮
に
相
手
か

ら
十
分
な
弁
償
は
す
る
か
ら
警
察
に

は
届
け
な
い
で
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
場

合
で
も
後
の
ト
ラ
ブ
ル
の
可
能
性
が
あ

れ
ば
届
け
る
べ
き
で
す
。
新
車
を
買
っ

て
弁
償
す
る
と
言
わ
れ
て
だ
ま
さ
れ
た

例
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
人
に
自
賠
責
保
険（
強
制
保
険
）だ

け
の
車
の
運
転
を
さ
せ
て
、
自
分
は
助

手
席
に
同
乗
し
て
い
て
事
故
に
遭
っ
た

場
合
に
、
ま
っ
た
く
保
険
の
適
用
が
な

い
と
聞
き
ま
し
た
が
。

Ａ
自
賠
責
保
険
は
他
人
に
損
害
を
与

え
た
場
合
の
保
険
で
す
。
そ
れ
が
配
偶

者
で
も「
他
人
」
扱
い
で
保
護
さ
れ
ま

す
が
、被
害
者
が
契
約
者
本
人
の
場
合

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ

自
動
車
を
知
人
に
売
却
し
た
の
で

す
が
、
名
義
替
え
を
し
な
い
う
ち
に
事

故
を
起
こ
し
ま
し
た
。
名
義
人
の
私
に

責
任
が
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
自
動
車
事
故
で
人
の
生
命
身
体
が

害
さ
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て

は
、車
両
の
運
行
供
用
者
も
責
任
を
負

い
ま
す（
自
賠
法
３
条
）。
登
録
名
義

人
は
所
有
者
と
い
う
推
定
を
受
け
る
の

で
、
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
は
運
行
供

用
者
で
は
な
い（
運
行
支
配
と
運
行
利

益
が
な
い
）こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

Ｑ
専
業
主
婦
で
す
。
交
通
事
故
で
入
・

通
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

期
間
の
休
業
補
償
は
認
め
て
も
ら
え

ま
す
か
。
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
同
じ
で

す
か
。

Ａ
実
際
の
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
家

事
労
働
に
従
事
し
て
い
た
ら
、
で
き
な

か
っ
た
期
間
の
休
業
損
害
を
請
求
で
き

ま
す
。
金
額
は
賃
金
セ
ン
サ
ス
の
女
性

労
働
者
の
全
年
齢
平
均
が
基
準
に
な

り
ま
す
。
高
齢
者
で
も
家
族
の
た
め
の

家
事
労
働
に
従
事
し
て
い
れ
ば
認
め
ら

れ
ま
す
。

Ｑ
高
齢
で
右
目
の
視
力
が
弱
い
の
で
す

が
、
右
方
道
路
か
ら
の
車
両
に
気
付
く

の
が
遅
れ
て
交
差
点
で
衝
突
し
ま
し

た
。高
齢
者
保
護
の
立
場
か
ら
有
利
な

過
失
割
合
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ
過
失
割
合
を
判
断
す
る
際
に
、
高

齢
者
の
要
保
護
性
か
ら
過
失
割
合
の

減
算
修
正
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
し
た
が
、
裁
判
例
で
は

有
資
格
者
と
し
て
危
険
な
運
転
を

行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
障
害
を
逆
に

「
過
失
を
認
め
る
方
向
で
働
く
事
情
」

と
判
断
し
ま
し
た
。
も
し
右
目
の
障
害

を
医
師
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
れ
ば
重

過
失
と
も
認
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
事
故
の
相
手
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
も
し

て
い
な
い
よ
う
な
人
で
し
た
。
こ
の
こ

と
は
当
方
に
有
利
な
材
料
に
な
り
ま

せ
ん
か
。

Ａ
相
手
に
何
ら
か
の
落
ち
度
が
あ
れ

ば
過
失
相
殺
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
や
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の

未
着
用
は
法
令
違
反
で
は
あ
っ
て
も

事
故
原
因
に
関
係
な
け
れ
ば
減
額
理

由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
こ

と
が
傷
害
の
程
度
を
大
き
く
し
た
よ

う
な
場
合
は
減
額
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

Ｑ

違
法
駐
車
し
て
い
る
車
を
よ
け
て

対
向
車
線
に
出
た
と
こ
ろ
で
、
向
か
い

か
ら
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
て
き
た
車
と

衝
突
し
ま
し
た
。
違
法
駐
車
し
て
い
た

車
に
は
責
任
は
な
い
の
で
す
か
。

Ａ
こ
の
駐
車
も「
運
行
」に
含
ま
れ
る

と
す
る
な
ら
違
法
駐
車
し
て
い
た
こ
と

と
事
故
と
の
因
果
関
係
や
過
失
割
合

が
問
題
に
な
り
ま
す
。
裁
判
例
で
は
そ

れ
ぞ
れ
の
過
失
割
合
を
違
法
駐
車
１
、

被
害
車
両
４
、
対
向
車
１
と
し
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。

Ｑ

被
害
者
が
高
齢
者
で
持
病
が
あ
っ

た
場
合
な
ど
は「
素
因
減
額
」の
可
能

性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
で
す
か
。

Ａ
事
故
に
よ
っ
て
通
常
発
生
す
る
損

害
を
超
え
る
と
き
に
、
被
害
者
の
素
因

が
こ
れ
に
寄
与
し
て
い
る
場
合
は
損
害

を
公
平
に
分
担
す
る
と
い
う
意
味
で

過
失
相
殺
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て

減
額
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
た

だ
、
高
齢
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で

は
否
定
さ
れ
ま
す
が
、
加
齢
性
の
変

性
・
疾
患
、
骨
粗
し
ょ
う
症
、
認
知

症
も
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ

事
故
で
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
が
、
相
手
の
保
険
会
社
か
ら
健
康

保
険
を
使
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

感
情
的
に
も
相
手
方
の
要
求
に
応
じ

る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。

Ａ
保
険
診
療
か
自
由
診
療
か
は
選
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
険
診
療
の
メ

リ
ッ
ト
は
費
用
負
担
が
少
な
く
安
全

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
点
で
、
デ
メ

リ
ッ
ト
は
治
療
の
選
択
肢
が
限
ら
れ
る

こ
と
な
ど
で
す
。
た
だ
、
治
療
費
の
支

払
い
の
確
保
の
問
題
な
ど
が
あ
る
の

で
、過
失
割
合
が
あ
る
場
合
な
ど
は
保

険
診
療
に
す
べ
き
で
す
。

Ｑ
任
意
保
険
で
弁
護
士
特
約
が
あ
り

ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
と
き
の
た
め
の

保
険
で
す
か
。

Ａ
事
故
で
相
手
方
と
の
損
害
賠
償
の

交
渉
を
す
る
場
合
は
、
通
常
は
任
意

保
険
の
示
談
代
行
を
利
用
し
ま
す
が
、

示
談
金
額
に
不
満
で
あ
っ
た
り
、
当
方

に
過
失
が
な
い
よ
う
な
場
合
は
示
談

代
行
の
利
用
が
で
き
な
い
の
で
、
選
任

し
た
弁
護
士
に
担
当
し
て
も
ら
う
た
め

の
費
用
の
保
険
で
す
。
弁
護
士
費
用
の

す
べ
て
を
保
険
会
社
が
負
担
し
ま
す

し
、
保
険
料
も
高
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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専門定例無料相談日

※ 定例相談日が休日の場合は次週に順延予定。
　 又、相談日は、都合により変更することもありますので、ご利用の際
　 には事前に会議所まで電話（22−3184）をお願いします。

相 談 内 容 相　談　日 専門指導員

特 許 相 談
毎月第１火曜日 弁 理 士
毎月第４火曜日 大分県発明協会

金 融 相 談 毎月第２火曜日 信 用 保 証 協 会
労 務 相 談 毎月第２水曜日 社会保険労務士
☆経営指導員による金融・税務・経理・労働・取引・その他経営に 
　 関する相談は常時行っています。

日
田
市
淡
窓
１
丁
目

　
弁
護
士
　
一
　
木
　
俊
　
廣

暮らしの法律相談暮らしの法律相談

交
通
事
故
の
Ｑ
＆
Ａ

交
通
事
故

おおいた消防団応援の店
　消防団員の皆さんは、日頃の消火活動だけでなく、地震や風水害と
いった大規模災害発生時の救助、警戒巡視、避難誘導、災害防御な
ど様々な現場で活躍しています。
　大分県では、それぞれ仕事を持ちながら、地域防災の要として一生
懸命活動している消防団員を応援し、地域防災力の充実強化を図るた
め、割引サービス等で消防団員を優遇する「おおいた消防団応援の
店」の登録を進めています。現在は県内の３８５店舗に「おおいた消防
団応援の店」の登録をしていただいています。

　以下のホームページから、「おおいた消防団応援の店」の登録方法につい
て確認できますので、ぜひ登録をお願いします。なお、登録していただきま
したお店や事業所につきましては、以下のホームページにおいて、お店等の
概要やサービス内容等をご紹介させていただきます。

大切な人、大切なまちを守る、消防団を地域ぐるみで応援しましょう!

【お問い合わせ先】　大分県生活環境部防災局消防保安室消防班
Tel:097−506−3158（直通）　Fax:097−533−0930
E-mail: a13560@pref.oita.lg.jp
URL：https://oita-syobodan.com/support-store/

大分県庁ホームページ
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最
近
の
交
通
事
故
の
全
体
は
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
高
齢
者
と
子
ど

も
の
事
故
は
増
加
し
て
い
ま
す
。
世
界

の
自
動
車
メ
ー
カ
ー
各
社
は
競
っ
て
Ａ

Ｉ
に
よ
る
自
動
運
転
技
術
の
研
究
を

進
め
て
い
て
、
特
に
自
動
ブ
レ
ー
キ
シ

ス
テ
ム
な
ど
は
安
全
運
転
の
た
め
に
大

い
に
役
立
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、安
全
性
に
も
限
界
が
あ

り
ま
す
。事
故
は
誰
で
も
被
害
者
や
加

害
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
今

回
は
最
近
に
接
し
た
相
談
事
例
の
Ｑ

＆
Ａ
で
す
。
交
通
事
故
の
相
談
は
多
岐

に
わ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
も
多

く
事
例
が
ケ
ー
ス
ご
と
に
整
理
さ
れ
て

い
ま
す
。
弁
護
士
特
約
保
険
で
は
相
談

費
用
も
支
払
わ
れ
る
の
で
特
に
勧
め

ま
す
。

Ｑ
交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
の
と
る
べ

き
措
置
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま

す
か
。

Ａ
加
害
者
に
は
事
故
を
警
察
に
報
告

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す（
道
路
交
通
法

72
条
）。
加
害
者
が
し
な
い
場
合
は
被

害
者
が
こ
れ
を
す
べ
き
で
す
。
そ
し

て
、
警
察
に
届
け
な
い
と
交
通
事
故
証

明
書
が
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
保
険
の

手
続
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
運
転
者

と
車
両
の
確
認
を
し
て
、
自
分
の
保
険

会
社
に
も
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
名
刺

や
免
許
証
の
提
示
を
求
め
て
必
要
に

応
じ
て
現
場
で
多
く
の
写
真
を
撮
っ
て

お
く
こ
と
も
有
効
で
す
。
仮
に
相
手
か

ら
十
分
な
弁
償
は
す
る
か
ら
警
察
に

は
届
け
な
い
で
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
場

合
で
も
後
の
ト
ラ
ブ
ル
の
可
能
性
が
あ

れ
ば
届
け
る
べ
き
で
す
。
新
車
を
買
っ

て
弁
償
す
る
と
言
わ
れ
て
だ
ま
さ
れ
た

例
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
人
に
自
賠
責
保
険（
強
制
保
険
）だ

け
の
車
の
運
転
を
さ
せ
て
、
自
分
は
助

手
席
に
同
乗
し
て
い
て
事
故
に
遭
っ
た

場
合
に
、
ま
っ
た
く
保
険
の
適
用
が
な

い
と
聞
き
ま
し
た
が
。

Ａ
自
賠
責
保
険
は
他
人
に
損
害
を
与

え
た
場
合
の
保
険
で
す
。
そ
れ
が
配
偶

者
で
も「
他
人
」
扱
い
で
保
護
さ
れ
ま

す
が
、被
害
者
が
契
約
者
本
人
の
場
合

は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

Ｑ

自
動
車
を
知
人
に
売
却
し
た
の
で

す
が
、
名
義
替
え
を
し
な
い
う
ち
に
事

故
を
起
こ
し
ま
し
た
。
名
義
人
の
私
に

責
任
が
あ
り
ま
す
か
。

Ａ
自
動
車
事
故
で
人
の
生
命
身
体
が

害
さ
れ
た
場
合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て

は
、車
両
の
運
行
供
用
者
も
責
任
を
負

い
ま
す（
自
賠
法
３
条
）。
登
録
名
義

人
は
所
有
者
と
い
う
推
定
を
受
け
る
の

で
、
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
は
運
行
供

用
者
で
は
な
い（
運
行
支
配
と
運
行
利

益
が
な
い
）こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

Ｑ
専
業
主
婦
で
す
。
交
通
事
故
で
入
・

通
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

期
間
の
休
業
補
償
は
認
め
て
も
ら
え

ま
す
か
。
高
齢
者
で
あ
っ
て
も
同
じ
で

す
か
。

Ａ
実
際
の
所
得
が
な
い
場
合
で
も
、
家

事
労
働
に
従
事
し
て
い
た
ら
、
で
き
な

か
っ
た
期
間
の
休
業
損
害
を
請
求
で
き

ま
す
。
金
額
は
賃
金
セ
ン
サ
ス
の
女
性

労
働
者
の
全
年
齢
平
均
が
基
準
に
な

り
ま
す
。
高
齢
者
で
も
家
族
の
た
め
の

家
事
労
働
に
従
事
し
て
い
れ
ば
認
め
ら

れ
ま
す
。

Ｑ
高
齢
で
右
目
の
視
力
が
弱
い
の
で
す

が
、
右
方
道
路
か
ら
の
車
両
に
気
付
く

の
が
遅
れ
て
交
差
点
で
衝
突
し
ま
し

た
。高
齢
者
保
護
の
立
場
か
ら
有
利
な

過
失
割
合
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ
過
失
割
合
を
判
断
す
る
際
に
、
高

齢
者
の
要
保
護
性
か
ら
過
失
割
合
の

減
算
修
正
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う

問
題
が
あ
り
ま
し
た
が
、
裁
判
例
で
は

有
資
格
者
と
し
て
危
険
な
運
転
を

行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
障
害
を
逆
に

「
過
失
を
認
め
る
方
向
で
働
く
事
情
」

と
判
断
し
ま
し
た
。
も
し
右
目
の
障
害

を
医
師
か
ら
注
意
さ
れ
て
い
れ
ば
重

過
失
と
も
認
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
事
故
の
相
手
は
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
も
し

て
い
な
い
よ
う
な
人
で
し
た
。
こ
の
こ

と
は
当
方
に
有
利
な
材
料
に
な
り
ま

せ
ん
か
。

Ａ
相
手
に
何
ら
か
の
落
ち
度
が
あ
れ

ば
過
失
相
殺
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
や
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の

未
着
用
は
法
令
違
反
で
は
あ
っ
て
も

事
故
原
因
に
関
係
な
け
れ
ば
減
額
理

由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
こ

と
が
傷
害
の
程
度
を
大
き
く
し
た
よ

う
な
場
合
は
減
額
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

Ｑ

違
法
駐
車
し
て
い
る
車
を
よ
け
て

対
向
車
線
に
出
た
と
こ
ろ
で
、
向
か
い

か
ら
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
て
き
た
車
と

衝
突
し
ま
し
た
。
違
法
駐
車
し
て
い
た

車
に
は
責
任
は
な
い
の
で
す
か
。

Ａ
こ
の
駐
車
も「
運
行
」に
含
ま
れ
る

と
す
る
な
ら
違
法
駐
車
し
て
い
た
こ
と

と
事
故
と
の
因
果
関
係
や
過
失
割
合

が
問
題
に
な
り
ま
す
。
裁
判
例
で
は
そ

れ
ぞ
れ
の
過
失
割
合
を
違
法
駐
車
１
、

被
害
車
両
４
、
対
向
車
１
と
し
た
も
の

が
あ
り
ま
す
。

Ｑ

被
害
者
が
高
齢
者
で
持
病
が
あ
っ

た
場
合
な
ど
は「
素
因
減
額
」の
可
能

性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
で
す
か
。

Ａ
事
故
に
よ
っ
て
通
常
発
生
す
る
損

害
を
超
え
る
と
き
に
、
被
害
者
の
素
因

が
こ
れ
に
寄
与
し
て
い
る
場
合
は
損
害

を
公
平
に
分
担
す
る
と
い
う
意
味
で

過
失
相
殺
の
規
定
を
類
推
適
用
し
て

減
額
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
た

だ
、
高
齢
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で

は
否
定
さ
れ
ま
す
が
、
加
齢
性
の
変

性
・
疾
患
、
骨
粗
し
ょ
う
症
、
認
知

症
も
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ

事
故
で
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
が
、
相
手
の
保
険
会
社
か
ら
健
康

保
険
を
使
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

感
情
的
に
も
相
手
方
の
要
求
に
応
じ

る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。

Ａ
保
険
診
療
か
自
由
診
療
か
は
選
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。
保
険
診
療
の
メ

リ
ッ
ト
は
費
用
負
担
が
少
な
く
安
全

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
点
で
、
デ
メ

リ
ッ
ト
は
治
療
の
選
択
肢
が
限
ら
れ
る

こ
と
な
ど
で
す
。
た
だ
、
治
療
費
の
支

払
い
の
確
保
の
問
題
な
ど
が
あ
る
の

で
、過
失
割
合
が
あ
る
場
合
な
ど
は
保

険
診
療
に
す
べ
き
で
す
。

Ｑ
任
意
保
険
で
弁
護
士
特
約
が
あ
り

ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
と
き
の
た
め
の

保
険
で
す
か
。

Ａ
事
故
で
相
手
方
と
の
損
害
賠
償
の

交
渉
を
す
る
場
合
は
、
通
常
は
任
意

保
険
の
示
談
代
行
を
利
用
し
ま
す
が
、

示
談
金
額
に
不
満
で
あ
っ
た
り
、
当
方

に
過
失
が
な
い
よ
う
な
場
合
は
示
談

代
行
の
利
用
が
で
き
な
い
の
で
、
選
任

し
た
弁
護
士
に
担
当
し
て
も
ら
う
た
め

の
費
用
の
保
険
で
す
。
弁
護
士
費
用
の

す
べ
て
を
保
険
会
社
が
負
担
し
ま
す

し
、
保
険
料
も
高
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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専門定例無料相談日

※ 定例相談日が休日の場合は次週に順延予定。
　 又、相談日は、都合により変更することもありますので、ご利用の際
　 には事前に会議所まで電話（22−3184）をお願いします。

相 談 内 容 相　談　日 専門指導員

特 許 相 談
毎月第１火曜日 弁 理 士
毎月第４火曜日 大分県発明協会

金 融 相 談 毎月第２火曜日 信 用 保 証 協 会
労 務 相 談 毎月第２水曜日 社会保険労務士
☆経営指導員による金融・税務・経理・労働・取引・その他経営に 
　 関する相談は常時行っています。

日
田
市
淡
窓
１
丁
目

　
弁
護
士
　
一
　
木
　
俊
　
廣

暮らしの法律相談暮らしの法律相談

交
通
事
故
の
Ｑ
＆
Ａ

交
通
事
故

おおいた消防団応援の店
　消防団員の皆さんは、日頃の消火活動だけでなく、地震や風水害と
いった大規模災害発生時の救助、警戒巡視、避難誘導、災害防御な
ど様々な現場で活躍しています。
　大分県では、それぞれ仕事を持ちながら、地域防災の要として一生
懸命活動している消防団員を応援し、地域防災力の充実強化を図るた
め、割引サービス等で消防団員を優遇する「おおいた消防団応援の
店」の登録を進めています。現在は県内の３８５店舗に「おおいた消防
団応援の店」の登録をしていただいています。

　以下のホームページから、「おおいた消防団応援の店」の登録方法につい
て確認できますので、ぜひ登録をお願いします。なお、登録していただきま
したお店や事業所につきましては、以下のホームページにおいて、お店等の
概要やサービス内容等をご紹介させていただきます。

大切な人、大切なまちを守る、消防団を地域ぐるみで応援しましょう!

【お問い合わせ先】　大分県生活環境部防災局消防保安室消防班
Tel:097−506−3158（直通）　Fax:097−533−0930
E-mail: a13560@pref.oita.lg.jp
URL：https://oita-syobodan.com/support-store/

大分県庁ホームページ
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考動する商工会議所考動する商工会議所 掲
示
板

　
事
業
の
経
営
改
善
を
目
的
と
し

た
無
担
保
・
無
保
証
人
・
低
金
利

の
融
資
制
度
で
す
。

　
お
申
し
込
み
に
際
し
、
当
所
で

事
前
調
査
の
上
、
審
査
会
を
月
１

回
実
施
し
、
日
本
政
策
金
融
公
庫

へ
推
薦
し
ま
す
。（
申
込
は
随
時
）

◆
融
資
対
象
者

　
従
業
員
数
が
20
人
以
下（
商
業
・

サ
ー
ビ
ス
業
は
５
人
以
下
※
宿
泊

業
・
娯
楽
業
は
20
名
以
下
）の
事

業
所
。（
他
に
要
件
あ
り
）

◆
融
資
額 

２
０
０
０
万
円
以
内

◆
返
済
期
間

設
備
資
金
　 

10
年
以
内

運
転
資
金
　 

10
年
以
内

◆
利
率
　 

2
・
0
０
％

　
　（
令
和
７
年
10
月
１
日
現
在
）

　
皆
様
の
地
域
へ
お
伺
い
し
て
、

「
経
営
相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。

大
明
地
区

◆
日
時
　
11
月
25
日
㈫

　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

◆
場
所
　
大
鶴
公
民
館

　
　
　
　（
大
鶴
本
町
８
７
０
）

　
創
業
・
経
営
革
新
・
金
融
・
経

理
・
税
務
・
労
務
な
ど
、
経
営
に
つ

い
て
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
会
社
の
未
来
、
考
え
始
め
て
い

ま
す
か
？ 

事
業
承
継
は
、
す
べ

て
の
経
営
者
が
向
き
合
う
大
切
な

テ
ー
マ
で
す
。
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、

事
業
承
継
経
験
者
に
よ
る
体
験
談

や
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

通
じ
て
、
承
継
の
ポ
イ
ン
ト
や
課
題

解
決
の
ヒ
ン
ト
を
学
び
ま
す
。

※
経
営
全
般
に
関
す
る
個
別
相
談

　
会
も
同
時
開
催

◆
日
時
　
11
月
26
日
㈬

午
後
１
時
～
午
後
３
時

（
相
談
会
は
午
後
１
時
～
午
後
４
時
ま
で
）

◆
場
所
　
日
田
複
合
文
化
施
設

Ａ
Ｏ
Ｓ
Ｅ

◆
対
象
　
経
営
者
、
後
継
者
、

　 

創
業
希
望
者
な
ど

◆
定
員
　
60
名

（
事
前
予
約
優
先
・
先
着
順
）

◆
参
加
費
　
無
料

◆
申
込
方
法

　 

左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り

◆
問
合
せ
先

　 

日
田
市
商
工
労
政
課

℡ 
２
２

−８
２
３
９

　 

日
田
商
工
会
議
所

℡ 

２
２

−３
１
８
４

商
工
会
議
所
経
営
指
導
員
等

商
工
会
議
所
経
営
指
導
員
等

に
よ
る
移
動
相
談

に
よ
る
移
動
相
談

お
お
い
た
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

お
お
い
た
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２
５

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２
５

～
未
来
へ
つ
な
ぐ
経
営
の
バ
ト
ン
～

～
未
来
へ
つ
な
ぐ
経
営
の
バ
ト
ン
～

日
本
政
策
金
融
公
庫

日
本
政
策
金
融
公
庫

国
民
事
業
部
　
金
利

国
民
事
業
部
　
金
利

◆ 

マ
ル
経
金
利 

2
・
0
0 

％

◆ 

政
策
公
庫
　
基
準
金
利

2
・
9
0 

％
～
4
・
3
0 

％

◆ 

教
育
ロ
ー
ン 

3
・
1
5 

％

（
令
和
7
年
10
月
1
日
現
在
）

フォーラム

個別相談会
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マ
ル
経
資
金

マ
ル
経
資
金（
経
営
改
善
貸
付
）

（
経
営
改
善
貸
付
）

業況ＤＩは上向くも、売上・採算は依然として悪化

調査結果の詳細は日田商工会議所ホームページで公開しています。
（https://hitacci.com/survey） 詳細はこちら

※DI＝「好転」「増加」企業 －「悪化」「減少」企業割合

市内企業景気動向調査 令和7年7～9月期

調査にご協力いただきました企業の皆様、ありがとうございました。

改善傾向 悪化傾向 ※下段はDI値横ばい

業　　　況 売　　　上 採　　　算
今　期
R7.7-9月

来　期
R7.10-12月

製
造
業

建
設
業

小
売
業
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業

14.3

▲22.2

▲28.6

▲15.4

▲22.2

28.6

▲11.1

▲7.1

▲7.7

0.0

▲14.3

▲11.1

▲21.4

0.0

▲11.1

14.3

▲22.2

▲7.1

0.0

▲22.2

14.3

0.0

▲50.0

▲23.1

▲33.3

▲14.3

0.0

0.0

▲7.7

▲11.1

今　期
R7.7-9月

来　期
R7.10-12月

今　期
R7.7-9月

来　期
R7.10-12月

マ
ル
経
資
金

マ
ル
経
資
金（
経
営
改
善
貸
付
）

（
経
営
改
善
貸
付
）

　
大
分
県
の
地
域
別
最
低
賃
金

が
改
定
さ
れ
、
令
和
8
年
1
月

1
日
か
ら
時
間
額
1
，０
３
５
円

と
な
り
ま
す
。
現
行
の
９
５
４

円
か
ら
81
円
の
引
上
げ
と
な
り
、

労
働
者
の
生
活
の
安
定
と
地
域

経
済
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
今
回
の
改
定
に
よ
り
、
賃

金
水
準
の
見
直
し
が
必
要
と
な

る
事
業
所
も
多
い
こ
と
か
ら
、
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
皆

さ
ま
を
対
象
に「
業
務
改
善
助
成

金
」な
ど
の
支
援
制
度
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。（
2
～
3
面
参
照
）

　
こ
の
制
度
は
、
生
産
性
向
上

や
職
場
環
境
の
改
善
と
あ
わ
せ

て
賃
金
引
上
げ
を
実
施
す
る
際

に
、
設
備
投
資
費
用
な
ど
の
一

部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　
詳
細
な
制
度
内
容
や
申
請
方

法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
日
田
商
工

会
議
所
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

大
分
県
最
低
賃
金
改
定
の

大
分
県
最
低
賃
金
改
定
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

令和8年度 商工従業員表彰の申請書については、商工ニュー
ス令和8年7月号（DM）に同封いたします。別途郵送は致し
ませんので、申請漏れが無いようご注意ください。

　商工祭には、被表彰者の皆さま・事業
所の皆さま・ご家族の皆さまもご来場い
ただき、表彰者の方々の長年の功績を
称え、一緒に表彰式を盛り上げましょう！
　みなさんでお誘いあわせの上、是非ご
来場ください。
　表彰式の後には地場産品が当たる「くじ抽選会」も行われます
ので、お楽しみください。

商工祭のご案内商工祭のご案内令和
7年度

お
知
ら
せ

受　付　　　　　　　18:00～ 18:30
第一部　表　彰　式　18:30～
第二部　くじ抽選会　19:30～

令和7年11月19日（水）　　と　き

ところ パトリア日田　小ホール

（昨年の様子）

被表彰者のみなさま、おめでとうございます。
今後益々のご活躍をご期待申し上げます。

考動する商工会議所考動する商工会議所

　
去
る
８
月
28
日
に
商
工
会
議
所

に
て
青
年
部
臨
時
総
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
臨
時
総
会
で
は
令
和
８

年
度
会
長
選
出
に
つ
い
て
の
協
議

を
行
い
、
次
年
度
会
長
予
定
者
と

し
て
野
口
謙
太
君（（
同
）ネ
オ
）

が
選
出
さ
れ
、
次
年
度
に
向
け
た

決
意
と
構
想
が
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。

　
残
り
の
今
年
度
事
業
も
、
佐
藤

会
長
を
筆
頭
に
全
力
で
臨
ん
で
参

り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

創
立
60
周
年
記
念
祝
賀
会

青
年
部
臨
時
総
会

女性会
青年部

　企
業
の
経
理
担
当
者
や
就

職
希
望
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
目
的
に
、
日
商
簿
記
３
級

受
験
対
策
講
座
を
開
催
し
ま

し
た
。

　講
座
は
8
月
19
日
か
ら
全

20
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
、
和

や
か
な
雰
囲
気
の
中
に
も
熱

気
あ
ふ
れ
る
講
座
と
な
り
ま

し
た
。

　今
後
も
日
田
商
工
会
議
所

で
は
、
実
務
に
役
立
つ
講
座

を
企
画
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　地
域
に
根
差
し
た
事
業
を
次
代

へ
承
継
す
る
た
め
に
、事
業
承
継
に

つ
い
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
「
バ
ト

ン
タ
ッ
チ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開

催
し
ま
し
た
。

　代
表
者
と
後
継
者
の
双
方
が
参

加
、
全
３
回
に
分
け
て
事
業
の
状

況
や
強
み
・
弱
み
、
承
継
後
の
相

続
等
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
、事

業
承
継
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
も

ら
う
こ
と
で
、参
加
者
か
ら
も
「
今

後
に
向
け
て
の
良
い
き
っ
か
け
に

な
っ
た
」
と
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

日
商
簿
記
３
級
受
験
対
策
講
座

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
去
る
９
月
20
日
、
卒
業
さ
れ
た
会

員
の
方
々
や
親
会
か
ら
の
来
賓
を
お

迎
え
し
、
当
女
性
会
の
創
立
60
周
年

記
念
祝
賀
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
祝
賀
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
歩
み

を
振
り
返
る
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
上

映
や
、
ゲ
ー
ム
な
ど
を
交
え
、
和
や

か
な
雰
囲
気
の
中
で
歓
談
と
食
事

を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
長
年
の
活
動
を
支
え
て
く
だ
さ
っ

た
皆
様
へ
の
感
謝
を
胸
に
、
終
始
笑

顔
あ
ふ
れ
る
会
と
な
り
、
女
性
会
の

新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
素
晴
ら
し

い
節
目
と
な
り
ま
し
た
。

『
端
材
マ
ー
ケ
ッ
ト
』

『
端
材
マ
ー
ケ
ッ
ト
』

技
術
・
市
場
交
流
プ
ラ
ザ
日
田

技
術
・
市
場
交
流
プ
ラ
ザ
日
田

　
10
月
12
日
㈰
開
催
の
日
田
い
ち

に
て『
端
材
マ
ー
ケ
ッ
ト
』を
開
催

し
ま
し
た
。

　
会
員
事
業
所
で
排
出
さ
れ
る
廃

棄
予
定
の
端
材
を
、
土
の
う
袋
に

詰
め
放
題
５
０
０
円
で
販
売
。
多

く
の
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
工
作

の
た
め
に
い
ろ
ん
な
サ
イ
ズ
の
木

材
を
入
れ
る
方
、
小
物
や
バ
ッ
ク

を
作
ろ
う
と
革
を
選
び
詰
め
込
む

方
、
み
な
さ
ん
宝
探
し
を
す
る
よ

う
に
楽
し
ん
で
購
入
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

★ 

随
時
会
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
様
々
な
活
動
を
通
し
て
、
異

業
種
で
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
お
問
合
せ
】

技
術
・
市
場
交
流
プ
ラ
ザ
日
田

　
事
務
局

（
日
田
商
工
会
議
所
内

２
２

−

３
１
８
４
）
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考動する商工会議所考動する商工会議所 掲
示
板

　
事
業
の
経
営
改
善
を
目
的
と
し

た
無
担
保
・
無
保
証
人
・
低
金
利

の
融
資
制
度
で
す
。

　
お
申
し
込
み
に
際
し
、
当
所
で

事
前
調
査
の
上
、
審
査
会
を
月
１

回
実
施
し
、
日
本
政
策
金
融
公
庫

へ
推
薦
し
ま
す
。（
申
込
は
随
時
）

◆
融
資
対
象
者

　
従
業
員
数
が
20
人
以
下（
商
業
・

サ
ー
ビ
ス
業
は
５
人
以
下
※
宿
泊

業
・
娯
楽
業
は
20
名
以
下
）の
事

業
所
。（
他
に
要
件
あ
り
）

◆
融
資
額 

２
０
０
０
万
円
以
内

◆
返
済
期
間

設
備
資
金
　 

10
年
以
内

運
転
資
金
　 

10
年
以
内

◆
利
率
　 

2
・
0
０
％

　
　（
令
和
７
年
10
月
１
日
現
在
）

　
皆
様
の
地
域
へ
お
伺
い
し
て
、

「
経
営
相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。

大
明
地
区

◆
日
時
　
11
月
25
日
㈫

　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

◆
場
所
　
大
鶴
公
民
館

　
　
　
　（
大
鶴
本
町
８
７
０
）

　
創
業
・
経
営
革
新
・
金
融
・
経

理
・
税
務
・
労
務
な
ど
、
経
営
に
つ

い
て
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
会
社
の
未
来
、
考
え
始
め
て
い

ま
す
か
？ 

事
業
承
継
は
、
す
べ

て
の
経
営
者
が
向
き
合
う
大
切
な

テ
ー
マ
で
す
。
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、

事
業
承
継
経
験
者
に
よ
る
体
験
談

や
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

通
じ
て
、
承
継
の
ポ
イ
ン
ト
や
課
題

解
決
の
ヒ
ン
ト
を
学
び
ま
す
。

※
経
営
全
般
に
関
す
る
個
別
相
談

　
会
も
同
時
開
催

◆
日
時
　
11
月
26
日
㈬

午
後
１
時
～
午
後
３
時

（
相
談
会
は
午
後
１
時
～
午
後
４
時
ま
で
）

◆
場
所
　
日
田
複
合
文
化
施
設

Ａ
Ｏ
Ｓ
Ｅ

◆
対
象
　
経
営
者
、
後
継
者
、

　 

創
業
希
望
者
な
ど

◆
定
員
　
60
名

（
事
前
予
約
優
先
・
先
着
順
）

◆
参
加
費
　
無
料

◆
申
込
方
法

　 

左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り

◆
問
合
せ
先

　 

日
田
市
商
工
労
政
課

℡ 

２
２

−８
２
３
９

　 

日
田
商
工
会
議
所

℡ 

２
２

−３
１
８
４

商
工
会
議
所
経
営
指
導
員
等

商
工
会
議
所
経
営
指
導
員
等

に
よ
る
移
動
相
談

に
よ
る
移
動
相
談

お
お
い
た
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

お
お
い
た
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２
５

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
２
５

～
未
来
へ
つ
な
ぐ
経
営
の
バ
ト
ン
～

～
未
来
へ
つ
な
ぐ
経
営
の
バ
ト
ン
～

日
本
政
策
金
融
公
庫

日
本
政
策
金
融
公
庫

国
民
事
業
部
　
金
利

国
民
事
業
部
　
金
利

◆ 

マ
ル
経
金
利 

2
・
0
0 

％

◆ 

政
策
公
庫
　
基
準
金
利

2
・
9
0 

％
～
4
・
3
0 

％

◆ 

教
育
ロ
ー
ン 

3
・
1
5 

％

（
令
和
7
年
10
月
1
日
現
在
）

フォーラム

個別相談会

第371号 （6）令和7年11月15日日田商工会議所ニュース

マ
ル
経
資
金

マ
ル
経
資
金（
経
営
改
善
貸
付
）

（
経
営
改
善
貸
付
）

業況ＤＩは上向くも、売上・採算は依然として悪化

調査結果の詳細は日田商工会議所ホームページで公開しています。
（https://hitacci.com/survey） 詳細はこちら

※DI＝「好転」「増加」企業 －「悪化」「減少」企業割合

市内企業景気動向調査 令和7年7～9月期

調査にご協力いただきました企業の皆様、ありがとうございました。

改善傾向 悪化傾向 ※下段はDI値横ばい

業　　　況 売　　　上 採　　　算
今　期
R7.7-9月

来　期
R7.10-12月

製
造
業

建
設
業

小
売
業
サ
ー
ビ
ス
業

卸
売
業

14.3

▲22.2

▲28.6

▲15.4

▲22.2

28.6

▲11.1

▲7.1

▲7.7

0.0

▲14.3

▲11.1

▲21.4

0.0

▲11.1

14.3

▲22.2

▲7.1

0.0

▲22.2

14.3

0.0

▲50.0

▲23.1

▲33.3

▲14.3

0.0

0.0

▲7.7

▲11.1

今　期
R7.7-9月

来　期
R7.10-12月

今　期
R7.7-9月

来　期
R7.10-12月

マ
ル
経
資
金

マ
ル
経
資
金（
経
営
改
善
貸
付
）

（
経
営
改
善
貸
付
）

　
大
分
県
の
地
域
別
最
低
賃
金

が
改
定
さ
れ
、
令
和
8
年
1
月

1
日
か
ら
時
間
額
1
，０
３
５
円

と
な
り
ま
す
。
現
行
の
９
５
４

円
か
ら
81
円
の
引
上
げ
と
な
り
、

労
働
者
の
生
活
の
安
定
と
地
域

経
済
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
今
回
の
改
定
に
よ
り
、
賃

金
水
準
の
見
直
し
が
必
要
と
な

る
事
業
所
も
多
い
こ
と
か
ら
、
中

小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
皆

さ
ま
を
対
象
に「
業
務
改
善
助
成

金
」な
ど
の
支
援
制
度
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。（
2
～
3
面
参
照
）

　
こ
の
制
度
は
、
生
産
性
向
上

や
職
場
環
境
の
改
善
と
あ
わ
せ

て
賃
金
引
上
げ
を
実
施
す
る
際

に
、
設
備
投
資
費
用
な
ど
の
一

部
を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　
詳
細
な
制
度
内
容
や
申
請
方

法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
日
田
商
工

会
議
所
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

大
分
県
最
低
賃
金
改
定
の

大
分
県
最
低
賃
金
改
定
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

令和8年度 商工従業員表彰の申請書については、商工ニュー
ス令和8年7月号（DM）に同封いたします。別途郵送は致し
ませんので、申請漏れが無いようご注意ください。

　商工祭には、被表彰者の皆さま・事業
所の皆さま・ご家族の皆さまもご来場い
ただき、表彰者の方々の長年の功績を
称え、一緒に表彰式を盛り上げましょう！
　みなさんでお誘いあわせの上、是非ご
来場ください。
　表彰式の後には地場産品が当たる「くじ抽選会」も行われます
ので、お楽しみください。

商工祭のご案内商工祭のご案内令和
7年度

お
知
ら
せ

受　付　　　　　　　18:00～ 18:30
第一部　表　彰　式　18:30～
第二部　くじ抽選会　19:30～

令和7年11月19日（水）　　と　き

ところ パトリア日田　小ホール

（昨年の様子）

被表彰者のみなさま、おめでとうございます。
今後益々のご活躍をご期待申し上げます。

考動する商工会議所考動する商工会議所

　
去
る
８
月
28
日
に
商
工
会
議
所

に
て
青
年
部
臨
時
総
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　
今
回
の
臨
時
総
会
で
は
令
和
８

年
度
会
長
選
出
に
つ
い
て
の
協
議

を
行
い
、
次
年
度
会
長
予
定
者
と

し
て
野
口
謙
太
君（（
同
）ネ
オ
）

が
選
出
さ
れ
、
次
年
度
に
向
け
た

決
意
と
構
想
が
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。

　
残
り
の
今
年
度
事
業
も
、
佐
藤

会
長
を
筆
頭
に
全
力
で
臨
ん
で
参

り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

創
立
60
周
年
記
念
祝
賀
会

青
年
部
臨
時
総
会

女性会
青年部

　企
業
の
経
理
担
当
者
や
就

職
希
望
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
目
的
に
、
日
商
簿
記
３
級

受
験
対
策
講
座
を
開
催
し
ま

し
た
。

　講
座
は
8
月
19
日
か
ら
全

20
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
、
和

や
か
な
雰
囲
気
の
中
に
も
熱

気
あ
ふ
れ
る
講
座
と
な
り
ま

し
た
。

　今
後
も
日
田
商
工
会
議
所

で
は
、
実
務
に
役
立
つ
講
座

を
企
画
し
て
ま
い
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　地
域
に
根
差
し
た
事
業
を
次
代

へ
承
継
す
る
た
め
に
、事
業
承
継
に

つ
い
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
「
バ
ト

ン
タ
ッ
チ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
開

催
し
ま
し
た
。

　代
表
者
と
後
継
者
の
双
方
が
参

加
、
全
３
回
に
分
け
て
事
業
の
状

況
や
強
み
・
弱
み
、
承
継
後
の
相

続
等
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
、事

業
承
継
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て
も

ら
う
こ
と
で
、参
加
者
か
ら
も
「
今

後
に
向
け
て
の
良
い
き
っ
か
け
に

な
っ
た
」
と
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

日
商
簿
記
３
級
受
験
対
策
講
座

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

　
去
る
９
月
20
日
、
卒
業
さ
れ
た
会

員
の
方
々
や
親
会
か
ら
の
来
賓
を
お

迎
え
し
、
当
女
性
会
の
創
立
60
周
年

記
念
祝
賀
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
祝
賀
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
歩
み

を
振
り
返
る
ス
ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
の
上

映
や
、
ゲ
ー
ム
な
ど
を
交
え
、
和
や

か
な
雰
囲
気
の
中
で
歓
談
と
食
事

を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
長
年
の
活
動
を
支
え
て
く
だ
さ
っ

た
皆
様
へ
の
感
謝
を
胸
に
、
終
始
笑

顔
あ
ふ
れ
る
会
と
な
り
、
女
性
会
の

新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
素
晴
ら
し

い
節
目
と
な
り
ま
し
た
。

『
端
材
マ
ー
ケ
ッ
ト
』

『
端
材
マ
ー
ケ
ッ
ト
』

技
術
・
市
場
交
流
プ
ラ
ザ
日
田

技
術
・
市
場
交
流
プ
ラ
ザ
日
田

　
10
月
12
日
㈰
開
催
の
日
田
い
ち

に
て『
端
材
マ
ー
ケ
ッ
ト
』を
開
催

し
ま
し
た
。

　
会
員
事
業
所
で
排
出
さ
れ
る
廃

棄
予
定
の
端
材
を
、
土
の
う
袋
に

詰
め
放
題
５
０
０
円
で
販
売
。
多

く
の
人
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
工
作

の
た
め
に
い
ろ
ん
な
サ
イ
ズ
の
木

材
を
入
れ
る
方
、
小
物
や
バ
ッ
ク

を
作
ろ
う
と
革
を
選
び
詰
め
込
む

方
、
み
な
さ
ん
宝
探
し
を
す
る
よ

う
に
楽
し
ん
で
購
入
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

★ 

随
時
会
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
様
々
な
活
動
を
通
し
て
、
異

業
種
で
交
流
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
お
問
合
せ
】

技
術
・
市
場
交
流
プ
ラ
ザ
日
田

　
事
務
局

（
日
田
商
工
会
議
所
内

２
２

−

３
１
８
４
）
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想夫恋焼専門の店

ホームページ／http://www.sofuren.com

本店／大分県日田市若宮町416－1
　　　TEL 0973－24－3188

「健康経営®」は、
特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。
「健康経営®」は、
特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。 日田商工会議所共済係　℡22－3184　　アクサ生命保険（株）日田分室　℡22－7416

商工業者のみなさまへ

冬期特別融資のご案内
商工会議所では、市内商工業者の皆様の冬期における事業資金の円滑化を図るため、日田市・
市内金融機関のご協力をいただき、特別融資（斡旋資金）をご準備いたしました。ご利用の際は
お早めにお申し込みください。

◎ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

令和7年11月17日（月）～ 12月15日（月）申込受付期間

日田商工会議所申込受付場所 令和7年12月1日（月）貸付開始日

日田商工会議所  ℡22-3184　日田市商工労政課  ℡22-8239

●対　　象　日田市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有し、同一事業を営む商工業者で
あって、事業経営上必要な運転資金に限る。

●金　　額　1企業50万円以上400万円以内（貸付利率 ：年1.7％）
●保 証 料　保証協会が定める率（年0.41％～ 1.86％）但し保証料は市が全額補助します。

※申込時には必ず『市税の滞納のない証明書』及び「代表者印」を持参してください。
●貸付期間　6ヵ月以内（最終返済日：令和8年5月29日）
●償還方法　期間内一括返済または分割返済。

貸
付
条
件


